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企
画
展
「
玉
里
島
津
家
資
料
か
ら
見
る
島
津
久
光
と
幕
末
維
新
」
展
示
資
料

に
関
す
る
調
査
報
告

　
　
　
　
　
　
市
　
村
　
哲
　
二

　
は
じ
め
に

　

当
館
は
、
島
津
久
光
を
祖
と
す
る
玉
里
島
津
家
の
資
料
を
同
家
か
ら
寄
託
さ
れ
て

長
く
保
管
し
て
き
た
が
、
平
成
二
十
七
（
二
○
一
五
）
年
三
月
に
そ
の
大
部
分
を
御

寄
贈
い
た
だ
い
た
。
そ
の
中
に
は
、
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
十
月
に
出
さ
れ
た
「
討

幕
の
密
勅
」
を
始
め
、
幕
末
維
新
期
の
薩
摩
藩
と
国
内
政
治
の
動
向
に
つ
い
て
、
詳

細
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
資
料
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
る
。
今
回
、
御
寄
贈
い
た
だ

い
た
こ
と
を
記
念
す
る
意
味
で
、
表
題
の
企
画
展
を
開
催
し
た
が
、
展
示
資
料
は
主

に
久
光
が
「
国
父
」
と
な
っ
て
藩
政
の
実
権
を
握
っ
た
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
か

ら
、
別
家
で
あ
る
玉
里
島
津
家
を
創
設
し
た
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
ま
で
の
時
期

の
政
治
状
況
に
関
わ
る
も
の
と
し
た
。

　

本
稿
で
は
、
特
に
企
画
展
開
催
の
年
が
薩
長
同
盟
締
結
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
五
○
年

を
迎
え
る
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
に
展
示
資
料
の
中
で
も
久
光
と
薩
長
同
盟
と
の

関
わ
り
が
窺
え
る
資
料
を
取
り
上
げ
て
紹
介
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
通

し
て
、
同
盟
締
結
に
当
た
り
、
久
光
と
そ
の
周
囲
の
人
物
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
関

わ
っ
た
か
、
ま
た
、
同
盟
の
内
容
や
意
義
に
関
し
て
推
察
さ
れ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い

て
、
先
行
研
究
を
基
に
し
な
が
ら
、
企
画
展
終
了
後
も
整
理
し
た
内
容
を
含
め
て
、

若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

　

な
お
、
紹
介
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
引
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

資
料
の
後
に
当
時
の
政
治
状
況
並
び
に
薩
摩
藩
と
久
光
の
動
向
な
ど
の
説
明
と
、
筆

者
の
私
見
な
ど
を
付
け
加
え
た
。
な
お
、
資
料
名
に
つ
い
て
は
、
展
示
の
際
の
キ
ャ

プ
シ
ョ
ン
と
同
一
の
も
の
と
し
て
い
る
。

　
一
　
文
久
・
元
治
期
に
お
け
る
島
津
久
光
と
薩
摩
藩
の
主
な
動
向

　

｢

天
皇
の
命
令
（
勅
命
）
で
、
幕
府
に
政
治
改
革
を
求
め
る
。｣

と
い
う
兄
の
島

津
斉
彬
の
遺
志
を
受
け
継
い
だ
久
光
は
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
三
月
、
兵
を
率

い
て
上
京
し
、
江
戸
へ
出
府
し
た
（
率
兵
東
上
）。
藩
主
で
も
な
い
久
光
が
と
っ
た
行

動
は
、
当
時
と
し
て
は
無
謀
と
も
思
わ
れ
た
が
、
結
果
的
に
は
、
松
平
慶
永
（
春

嶽
）
を
政
事
総
裁
職
、
一
橋
（
徳
川
）
慶
喜
を
将
軍
後
見
職
に
登
用
さ
せ
る
な
ど
の

改
革
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
他
に
も
、
久
光
の
率
兵
東
上
は
、
周
囲
に
多

大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
翌
年
の
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
に
お
い
て
も
、
久
光
の
動

向
は
常
に
注
視
さ
れ
続
け
た
。

　

同
年
の
八
月
十
八
日
の
政
変
で
、
長
州
藩
な
ど
の
過
激
な
攘
夷
派
の
排
除
に
成
功

し
た
薩
摩
藩
は
、
久
光
が
九
月
に
三
回
目
の
上
京
を
行
い
、
朝
廷
、
幕
府
、
大
名
に

よ
る
参
予
会
議
に
臨
ん
で
い
く
。
公
武
合
体
、
挙
国
一
致
に
よ
る
対
外
的
な
武
備
充

実
及
び
内
乱
回
避
を
目
指
し
て
き
た
久
光
に
と
っ
て
、
目
的
実
現
の
又
と
な
い
機
会
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で
あ
っ
た
が
、
横
浜
鎖
港
問
題
な
ど
を
め
ぐ
る
慶
喜
と
の
意
見
の
対
立
か
ら
会
議
は

紛
糾
し
、
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
な
く
解
散
、
久
光
は
失
意
の
う
ち
に
退
京
し
た
。

　

そ
の
後
、
薩
摩
藩
は
幕
府
と
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
り
、
割
拠
体
制
を
模
索
し
始

め
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
七
月
に
勃
発
し
た
禁
門
の
変
で

は
、
勢
力
挽
回
を
図
り
上
京
し
て
き
た
長
州
藩
を
会
津
藩
な
ど
と
と
も
に
撃
退
し
、

引
き
続
き
征
長
問
題
に
関
与
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
対
立
関
係

に
あ
っ
た
薩
長
両
藩
が
、
互
い
に
割
拠
体
制
を
目
指
し
て
い
く
上
で
、
利
害
が
徐
々

に
一
致
し
始
め
る
状
況
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
こ
の
状
況
変
化
の
経
緯
に
つ
い
て
、

ま
ず
は
文
久
三
年
の
薩
長
両
藩
の
関
係
に
関
わ
る
展
示
資
料
か
ら
、
当
時
の
情
勢
を

概
観
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
文
久
三
年
の
薩
長
両
藩
の
関
係
に
関
わ
る
展
示
資
料
　
　

 

【
展
示
資
料
一
】

　

｢

葛
城
彦
一
覚
書　

文
久
三
年
十
月
付（

１
）｣

　

本
資
料
は
、
文
久
三
年
九
月
の
久
光
上
京
前
の
九
州
諸
藩
及
び
政
変
後
の
長
州
藩

の
形
勢
視
察
を
藩
か
ら
命
じ
ら
れ
た
薩
摩
藩
士
の
葛
城
彦
一
が
書
き
記
し
た
覚
書
で

あ
る
。
こ
の
中
で
、
薩
長
両
藩
の
関
係
に
関
わ
る
部
分
は
以
下
の
箇
所
で
あ
る
。

  　
　

（
前
略
）                                                   

　

一
、
筑
州
之
世
子
御
上
京
中
国
路
御
通
行
、
長
州
よ
り
願
、
且
薩
長
確
執
之
姿
ニ

　
　
　

相
成
候
茂
、
根
を
糺
候
ヘ
ハ
如
何
ニ
茂
わ
け
な
き
事
ニ
付
相
解
候
様
御
執
持

　
　
　

可
被
下
旨
筑
前
侯
江
頼
入
之
事
、

　

一
、七
卿
同
道
ニ
而
長（
毛
利
定
広
）

門
守
殿
上
京
之
儀
、
御
周
旋
可
被
下
同
方
よ
り
頼
入
之
事
、

　
　

（
後
略
）

  

こ
の
覚
書
で
は
、
長
州
藩
が
福
岡
藩
と
様
々
な
や
り
と
り
を
し
て
い
る
状
況
が
報

告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
で
は
ま
ず
、｢

薩
長
確
執
之
姿
ニ
相
成
候｣

と
の
記

載
が
あ
り
、
政
変
後
の
薩
長
両
藩
の
対
立
状
況
に
触
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、｢

根
を

糺
候
へ
ハ
如
何
ニ
茂
わ
け
な
き
事
ニ
付
相
解
候
様
御
執
持
可
被
下
旨
筑
前
侯
江
頼
入

之
事｣

と
、
福
岡
藩
に
薩
長
両
藩
の
斡
旋
を
依
頼
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

そ
れ
に
続
く
文
に
も
、
福
岡
藩
に
対
し
て
、
政
変
後
に
京
都
か
ら
下
っ
た
七
卿
を
同

道
し
た
毛
利
定
広
の
上
京
の
周
旋
を
依
頼
し
て
い
る
記
載
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

政
変
後
の
長
州
藩
の
苦
し
い
立
場
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る（

２
）。

 

【
展
示
資
料
二
】

　

｢

島
津
久
光
自
記
上
京
日
録　

文
久
三
年
九
月
か
ら
同
四
年
正
月
ま
で（

３
）｣

  

本
資
料
は
、
久
光
の
上
京
に
当
た
り
、
そ
の
経
緯
や
上
京
後
の
動
向
な
ど
を
記
し

た
日
録
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
長
州
藩
と
の
関
係
が
窺
え
る
部
分
は
以
下
の
箇
所
で

あ
る
。

　
　

（
前
略
）

   　

 

廿
六
日
庚
午
陰
西
風
強
シ

一
朝
五
ツ
時
鶴
崎
立
、
八
ツ
過
佐
賀
関
着
、
今
夜
殊
ニ
寒
シ
、
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廿
七
日
辛
未
晴
西
北
風
吹　

立
冬
十
月
節
明
六
時

一
朝
四
ツ
過
幕
府
拝
借
蒸
気
船
鯉
魚
門
乗
船
類
船
都
合
六
艘
幕
府
拝
借
船
二
艘
順
道

丸
鯉
魚
門
越
前
船
一
艘
筑
前
船
一
艘
長
崎
船
一
艘
今
般
買
入
船
一
艘
、
七
ツ
前
出
船
、

廿
八
日
暁
八
ツ
半
時
分
芸
州
御
手
洗
へ
碇
泊
、

      

廿
八
日
壬
申
陰

一
朝
六
ツ
過
御
手
洗
出
船
、
昼
九
ツ
半
前
備
前
半
島
ヘ
碇
泊
、

      

廿
九
日
癸
酉
陰

一
朝
六
ツ
過
牛
島
出
船
、
暮
前
摂
津
兵
庫
着
、
京
師
ヨ
リ
小
松
帯
刀
迎
ト
シ
テ

来
リ
、
彼
方
委
細
申
出
ル
、
大
阪
ハ
浪
士
等
混
雑
之
義
有
之
故
山
崎
通
ニ
相
定
ル
、

併
未
表
向
ハ
申
渡
サ
ズ
、

　
　

（
後
略
）

　

久
光
は
、
文
久
三
年
九
月
十
二
日
に
鹿
児
島
（
鶴
丸
）
城
を
出
発
し
た
。
総
勢

千
七
百
余
り
の
藩
兵
を
引
き
連
れ
て
の
上
京
で
あ
り
、
鹿
児
島
を
出
て
、
阿
久
根
、

出
水
、
佐
敷
、
八
代
と
進
ん
だ
の
は
、
前
年
三
月
の
上
京
の
時
と
同
じ
行
程
で
あ
る（

４
）。

　

そ
し
て
、
十
八
日
に
川
尻
に
着
き
、
九
州
諸
藩
や
長
州
藩
の
形
勢
に
関
す
る
葛
城

の
報
告
を
受
け
た
後
は（

５
）、

前
回
の
上
京
行
程
と
は
異
な
り
、
長
州
藩
の
領
域
を
避
け

た
経
路
を
進
ん
で
い
る
。
川
尻
か
ら
阿
蘇
を
横
断
し
て
二
十
六
日
に
豊
後
の
佐
賀
関

か
ら
幕
府
か
ら
借
用
し
た
船
に
乗
船
し
、
海
路
に
て
二
十
九
日
に
兵
庫
に
到
着
後
、

大
坂
を
避
け
て
伏
見
街
道
を
通
り
、
十
月
十
三
日
の
朝
に
京
都
の
二
本
松
藩
邸
に

入
っ
た
。

  

久
光
の
上
京
経
路
は
出
発
前
に
既
定
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
川
尻
で
受

け
た
葛
城
の
報
告
も
あ
る
程
度
参
考
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る（

６
）。

　

ま
た
、
葛
城
は
文
久
三
年
十
二
月
二
十
四
日
夜
に
起
き
た
長
崎
丸
事
件
（
薩
摩
藩

が
幕
府
の
長
崎
製
鉄
所
か
ら
借
用
し
た
長
崎
丸
に
対
し
、
長
州
藩
が
下
関
海
峡
に
お
い
て
砲

撃
し
た
事
件
）
に
つ
い
て
も
後
日
、
詳
細
を
報
告
し
て
お
り（

７
）、

こ
れ
ら
の
報
告
を
受

け
た
当
時
の
久
光
は
、
長
州
藩
に
対
し
て
良
い
感
情
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は

明
白
で
あ
る（

８
）。

ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
久
光
が
元
治
元
年
の
二
月
に
、
長
州
の
罪
状

や
処
分
に
つ
い
て
意
見
書
を
提
出
し
て
い
る（

９
）こ

と
な
ど
か
ら
も
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
意
見
書
な
ど
に
よ
り
、
久
光
は
、
政
変
後
の
参
予
会
議
に
臨
む
に
あ
た
り
，
明

ら
か
に
長
州
藩
に
対
し
て
、
強
硬
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
そ

う
で
あ
る
。

三
　
元
治
元
年
の
久
光
の
動
向
に
関
わ
る
展
示
資
料

　

【
展
示
資
料
三
】

　

｢

島
津
久
光
宛　

長
岡
良
之
助
（
細
川
護
美
）
書
状　

元
治
元
年
十
二
月
二
十
八

　

日
付）

（1
（

｣

　

　  

本
資
料
は
、
熊
本
藩
主
細
川
斉
護
の
三
男
で
、
文
久
期
の
京
都
に
お
い
て
国
事
に

尽
力
し
た
長
岡
良
之
助
が
久
光
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。
元
治
元
年
の
禁
門
の
変
後

の
第
一
次
長
州
征
討
は
、
長
州
藩
の
内
情
を
探
索
し
た
密
偵
の
報
告
、
建
言）

（（
（

や
、
勝

海
舟
と
の
会
談
な
ど
を
経
て
、
厳
罰
方
針
を
撤
回
し
た
征
長
軍
参
謀
西
郷
隆
盛
の
尽

力
に
よ
り
、
戦
闘
は
回
避
さ
れ
た
。
こ
の
書
状
の
中
で
、
長
岡
は
久
光
に
対
し
、
戦

後
の
方
針
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

　
　

（
前
略
）
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大
樹
公
を
御
進
発
ニ
い
た
し
、
各
国
有
志
之
諸
侯
参
集
、
第
一（

久
光
）

賢
兄
・
鋭

（
松
平
慶
永
）

鼻
公
・

長（
伊
達
宗
城
）

面
公
抔
、
一
橋（

慶
喜
） 
 

黄
門
を
輔
翼
ニ
相
成
、
万
事
一
和
、
基
本
を
被
定
、
最
早
異
論

有
之
向
は
、
黄
鉞
を
東
西
ニ
被
秉
、
兵
力
縦
横
之
御
処
置
よ
り
外
有
之
間
敷
、

    

（
後
略
）

  

書
状
の
中
で
長
岡
は
、
今
後
、
一
橋
慶
喜
を
補
佐
し
て
、
一
和
団
結
の
基
本
を
策

定
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
、
慶
喜
を
中
心
と
し
て
国
を
一
致
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
書
状
に
対
す
る
久
光
の
答
書
草
案
が
次
の
資
料
で
あ
る
。

 

【
展
示
資
料
四
】

　

｢

長
岡
良
之
助
宛　

島
津
久
光
答
書
草
案　

推
定
元
治
二
年
一
月
付）

（1
（

｣

　
　

（
前
略
）                                                   

就
而
貴
君
御
見
込
通
、
再
三
之
御
尽
力
在
之
度
義
海
山
奉
存
候
、
尤
一
橋
卿
之
御
心

底
次
第
、
如
何
様
と
も
決
着
相
付
可
申
、
併
書
面
ニ
而
幾
度
御
申
立
御
座
候
共
、
去

春
之
形
勢
を
以
観
察
い
た
し
候
得
は
、
大
ニ
六
ケ
敷
、
い
つ
れ
貴
君
乍
御
苦
労
御
登

京
御
尽
力
有
之
度
義
と
奉
存
候
、
愚
拙
最
早
半
百
ニ
近
く
、
腰
痛
今
に
不
得
快
気
、

力
尽
之
極
り
ニ
而
、
残
情
不
少
、
貴
君
は
未
御
妙
齢
之
事
御
座
候
得
は
、
死
力
を
出

し
御
周
旋
奉
仰
望
候
、
愚
拙
之
及
丈
ハ
乍
陰
致
御
輔
翼
可
申
上
候
、

　
　

（
後
略
）

　  

久
光
は
尽
力
し
た
い
と
言
い
な
が
ら
も
、「
尤
一
橋
卿
之
御
心
底
次
第
」
と
返
答

し
て
お
り
、
こ
の
文
面
か
ら
は
、
元
治
元
年
の
参
予
会
議
崩
壊
の
際
の
慶
喜
に
対
す

る
不
信
感
が
、
久
光
の
心
中
に
強
く
残
っ
て
い
る
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る）

（1
（

。　

　

ま
た
、
久
光
は
、
同
じ
よ
う
な
内
容
の
書
状
を
伊
達
宗
城
に
も
送
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら）

（1
（

、
中
央
政
局
へ
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
比
べ
る
と
意
識
が
弱
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

  

久
光
を
こ
の
よ
う
な
心
境
に
至
ら
せ
た
要
因
と
し
て
他
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
元

治
元
年
八
月
の
黒
田
嘉
右
衛
門
の
建
言
な
ど
で
あ
り
、
久
光
が
、
慶
喜
や
幕
府
に
対

す
る
不
信
感
を
強
め
て
い
っ
た
の
は
自
然
な
流
れ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
や
が
て
、
久

光
（
薩
摩
藩
）
の
方
針
を
抗
幕
体
制
へ
と
変
換
さ
せ
て
い
く
大
き
な
要
因
と
な
り
、

藩
地
に
お
け
る
富
国
強
兵
、
割
拠
体
制
構
築
に
向
け
た
動
き
へ
繋
が
っ
て
い
く
。
加

え
て
、
こ
の
こ
と
が
、
元
来
、
好
意
的
に
見
て
い
な
か
っ
た
長
州
藩
に
対
す
る
久
光

の
態
度
を
徐
々
に
軟
化
さ
せ
、
割
拠
体
制
を
構
築
し
て
い
く
上
で
の
有
力
な
パ
ー
ト

ナ
ー
と
位
置
づ
け
る
見
方
へ
と
変
え
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る）

（1
（

。

四
　
慶
応
期
前
半
の
久
光
及
び
薩
長
両
藩
の
動
向
に
関
わ
る
展
示
資
料

 

【
展
示
資
料
五
】

　

｢

渋
谷
彦
助
宛 

坂
本
龍
馬
書
状　

慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
閏
五
月
五
日
付）

（1
（

｣

　　

本
資
料
は
、
下
関
に
滞
在
す
る
土
佐
脱
藩
浪
士
の
坂
本
龍
馬
が
、
太
宰
府
に
謫
居

す
る
五
卿
の
警
護
の
任
に
あ
っ
た
薩
摩
藩
士
の
渋
谷
彦
助
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
、
長
州
藩
は
高
杉
晋
作
の
挙
兵
に
よ
り
、
藩
論
を
「
武
備
恭
順
」（
従

う
態
度
を
取
り
つ
つ
、
戦
い
も
想
定
し
て
備
え
る
こ
と
）
に
確
定
さ
せ
て
い
た
。
そ
れ
に

対
し
、
慶
応
元
年
四
月
、
幕
府
は
諸
大
名
に
第
二
次
長
州
征
討
を
発
令
し
た
が
、
西

郷
は
、
藩
と
し
て
こ
れ
に
従
わ
な
い
こ
と
を
確
認
す
べ
く
帰
国
し
た
。
こ
の
時
に
、
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西
郷
ら
に
同
道
し
、
五
月
一
日
に
鹿
児
島
に
入
っ
た
龍
馬
は
、
帰
国
中
の
大
久
保
利

通
を
含
め
て
、
薩
長
和
解
の
こ
と
、
幕
府
の
再
度
の
長
州
攻
め
の
不
義
を
語
っ
た
。

龍
馬
は
、
半
月
ほ
ど
鹿
児
島
に
滞
在
し
、
同
十
六
日
に
鹿
児
島
を
発
ち
、
太
宰
府
を

経
由
し
て
閏
五
月
一
日
に
下
関
に
入
っ
た
。

  

書
状
中
の
土
方
楠
左
衛
門
は
、
土
佐
藩
脱
藩
士
の
土
方
久
元
で
、
七
卿
落
ち
以
来
、

三
条
実
美
の
衛
士
を
勤
め
た
人
物
で
あ
る
。
岩
下
左
兄
は
、
薩
摩
藩
家
老
の
岩
下
方

平
、
西
吉
は
西
郷
吉
之
助
（
隆
盛
）、
小
大
夫
は
家
老
の
小
松
帯
刀
の
こ
と
で
あ
る
。

書
状
の
中
で
龍
馬
は
渋
谷
に
対
し
、
国
元
（
在
鹿
の
西
郷
）
へ
知
ら
す
べ
き
こ
と
を

以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
　

　

  

（
前
略
）

其
後
益
御
安
泰
奉
大
賀
候
、
然
ハ
此
度
土
方
楠
左
衛
門
上
国
よ
り
下
り
候
、
此
者
の

咄
、
将
軍
家
曽
て
伝
聞
の
通
り
既
ニ
発
足
、
東
海
道
通
行
軍
旅
候
て
、
人
数
五
万
と

申
事
の
よ
し
、
一
件
ニ
付
岩
下
左
兄
早
々
蒸
気
船
を
以
て
御
国
許
ニ
帰
ら
れ
、
今
月

十
日
頃
ニ
ハ
西
吉
兄
及
小
大
夫
な
と
御
同
伴
の
よ
し
承
り
候
、
夫
ニ
付
て
ハ
私
よ
り

ハ
書
状
ハ
御
国
へ
ハ
出
し
不
申
、
兎
も
角
も
御
老
の
上
雅
兄
よ
ろ
し
く
土
方
楠
左
よ

り
長
及
時
勢
被
聞
取
の
上
く
ハ
敷
御
国
に
御
伝
へ
可
被
下
候
、
先
ハ
早
々
謹
白
候
、

    

（
後
略
）

　

龍
馬
は
ま
ず
、
将
軍
家
茂
の
上
洛
に
つ
い
て
、
京
都
か
ら
下
っ
て
き
た
土
方
の
話

を
含
め
な
が
ら
伝
え
て
い
る
。
加
え
て
、
当
時
の
長
州
藩
の
状
況
報
告
を
以
下
の
よ

う
に
ま
と
め
て
記
し
て
い
る
。

　
追
々                                         

末
五
月
六
日
桂 （

木
戸
孝
允
） 

小
五
郎
、
山
口
よ
り
参
り
面
会
仕
候
所
、
惣
分
長
州
の
論
と
ハ
か

わ
り
余
程
大
丈
夫
ニ
て
た
の
も
し
く
存
候
、
当
時
小
五
郎
ハ
大
ニ
用
ら
れ
国
論
な
と

も
取
定
候
事
出
候
よ
し
ニ
て
、
と
も
に

く
よ
ろ
こ
ひ
候
事
ニ
御
座
候
、
か
し
こ
、

  

こ
こ
で
は
、
長
州
藩
に
お
け
る
武
備
恭
順
の
藩
論
確
定
に
よ
る
状
況
変
化
に
よ
り
、

藩
内
で
の
木
戸
の
発
言
力
が
増
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
情
報
を
西
郷
に
伝
え
る
た
め
に
書
か
れ
た
の
が
、
次
の
書
状
で
あ
る
。

　

【
展
示
資
料
六
】

  ｢

西
郷
隆
盛
宛 

簑
田
新
平
・
渋
谷
彦
助
連
署
報
告
書　

慶
応
元
年
閏
五
月
十
四
日

付）
（1
（

｣

  

本
資
料
は
、
太
宰
府
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
、
書
状
中
の
三
条
公
は
三
条
実
美
、

大
山
彦
太
郎
は
土
佐
脱
藩
士
の
中
岡
慎
太
郎
の
変
名
で
あ
る
。
龍
馬
が
太
宰
府
に
謫

居
す
る
五
卿
に
拝
謁
し
た
こ
と
、
薩
長
和
解
に
係
る
長
州
の
事
情
探
索
に
赴
い
た
こ

と
な
ど
が
以
下
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

                                                               

一
翰
呈
上
仕
候
、
益
御
安
康
奉
恐
賀
候
、
偖
此
内
児
玉
直
右
衛
門
付
添
坂
本
龍
馬
爰

許
へ
差
入
、
私
共
江
曳
合
之
上
五
卿
方
江
致
拝
謁
、
三
条
公
よ
り
安（

黒
岩
直
方
）

芸
守
衛
被
差
添
、

龍
馬
事
、
先
達
而
長
州
江
差
越
、
同
所
之
事
実
探
索
之
廉
々
御
方
様
江
一
封
を
以
申

上
賦
ニ
而
、
直
右
衛
門
儀
当
所
江
是
迄
滞
在
為
致
置
候
処
、
此
節
土
方
楠
左
衛
門
帰

府
便
よ
り
別
紙
相
達
ニ
付
、
い
つ
れ
之
筋
長
防
之
情
実
等
細
々
承
得
、
私
共
よ
り
形

行
書
付
以
御
届
申
上
心
組
ニ
而
、
早
速
右
楠
左
衛
門
江
致
面
会
旁
承
得
候
処
、
此
度

蒸
気
船
よ
り
大
山
彦
太
郎
御
国
許
之
様
罷
下
、
方
今
長
州
之
形
勢
等
申
上
賦
承
得
候
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趣
御
座
候
間
、
疾
ニ
万
端
御
聞
取
相
成
候
半
、
右
ニ
付
別
紙
龍
馬
書
面
相
副
直
右
衛

門
差
返
申
候
間
、
右
様
御
納
得
可
被
下
候
、
此
段
大
略
如
斯
御
座
候
、
已
上
、

　

書
状
で
は
、
龍
馬
か
ら
西
郷
に
報
告
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
が
、
中
岡
が
薩
摩

に
行
く
の
で
子
細
は
彼
の
報
告
に
よ
る
こ
と
と
し
、
龍
馬
の
書
状
を
同
封
す
る
こ
と

な
ど
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
西
郷
が
再
上
京
の
た
め

に
鹿
児
島
を
出
発
す
る
閏
五
月
十
五
日
ま
で
に
届
く
に
は
無
理
が
あ
り
、
こ
の
こ
と

が
桂
と
の
下
関
で
の
会
談
予
定
を
変
更
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お

そ
ら
く
西
郷
は
、
ま
だ
変
わ
っ
て
い
な
い
段
階
で
の
長
州
藩
の
姿
し
か
知
ら
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
、
長
州
藩
の
真
意
を
確
認
し
な
が
ら
慎
重
に
行
動
し
よ
う
と
し
て
い
た

と
推
察
さ
れ
る）

（1
（

。
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
知
っ
た
久
光
は
、
征
討
の
動
き
が
進

む
中
で
、
長
州
藩
を
潰
さ
ず
に
、
有
力
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
位
置
付
け
る
方
針
決

定
に
向
け
て
の
新
た
な
判
断
材
料
に
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
久
光
の

方
針
決
定
に
更
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
次
の
資
料
で
あ
る
。

 

【
展
示
資
料
七
】

　

｢

島
津
久
光
・
忠
義
宛 

毛
利
敬
親
・
広
封
連
署
状 

慶
応
元
年
九
月
八
日
付）

（1
（

｣

  

本
資
料
は
、
長
州
藩
主
の
毛
利
敬
親
と
世
子
の
広
封
が
、
久
光
・
忠
義
親
子
に
宛

て
た
連
署
状
で
あ
る
。
土
佐
藩
出
身
の
上
杉
宗
次
郎
（
近
藤
長
次
郎
）
の
尽
力
に
よ

り
、
長
州
藩
が
薩
摩
藩
名
義
で
武
器
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
幕
府
と
の
戦
争
準

備
を
整
え
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
礼
を
述
べ
て
い
る
。
以
下
が
、
そ
の
全
文
で
あ
る
。

　

一
書
敬
呈
仕
候
、
秋
冷
相
募
候
処
、
愈
以
御
父
子
様
御
安
健
被
成
御
座
候
御
様
子
、

欣
然
罷
居
候
、
扨
昨
年
中
は
貴
国
と
彼
是
不
信
之
次
第
ニ
立
到
リ
、
千
万
御
気
毒
之

処
奉
存
候
、
下
拙
徴
志
も
兎
角
不
行
届
故
、
家
来
之
者
心
得
違
も
有
之
、
大
ニ
痛
胸
、

今
日
迄
打
過
申
候
、
然
処
先
年
来
於
征
夷
府
対
外
夷
候
所
置
不
行
届
よ
り
し
て
、
人

心
之
動
揺
ニ
立
到
、
乍
恐
朝
廷
御
威
徳
も
御
衰
傾
ニ
可
及
と
相
考
、
憂
歎
之
余
不
顧

微
力
致
周
旋
候
処
、
諸
事
齟
齬
多
く
、
赤
心
も
貫
徹
不
致
而
已
な
ら
す
、
今
日
之
場

合
ニ
立
到
候
次
第
、
何
共
残
念
之
事
御
座
候
、
此
度
貴
国
江
罷
出
候
家
来
之
者
よ
り

御
様
子
委
細
致
承
知
、
万
端
及
氷
解
候
、
於
貴
国
勤
王
之
御
正
義
殊
更
御
確
守
之
由
、

実
以
欽
慕
之
至
候
、
皇
国
之
御
為
無
此
上
と
乍
陰
欣
躍
致
御
依
頼
候
、
弊
藩
之
義
ハ

前
段
之
趣
ニ
付
、
日
夜
朝
廷
之
御
様
子
懸
念
罷
居
候
而
己
、
心
事
何
も
御
憐
察
是
祈

候
、
委
細
ハ
上
杉
宗
次
郎
江
相
咄
候
間
、
御
聞
取
可
被
下
候
、
先
は
任
好
便
如
此
御

座
候
、
恐
惶
頓
首
、

                            

広
封

　

九
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                            

敬
親

  　

尚
々
、
先
日
家
来
之
者
、
貴
国
へ
罷
出
候
節
は
、
彼
是
御
懇
切
二
被
成
下
候
由
難

有
奉
存
候
、
此
後
も
可
然
致
御
頼
候
、
以
上
、

　　

本
資
料
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
連
署
状
が
「
長
州
藩
主
か
ら

薩
摩
藩
主
へ
」
と
い
う
最
も
重
い
形
式
で
提
携
を
申
し
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
薩
長

同
盟
は
こ
こ
に
成
立
し
た
と
い
う
見
方）

11
（

も
あ
れ
ば
、
前
文
で
書
い
た
と
お
り
、
長
州

藩
が
薩
摩
藩
名
義
で
銃
器
（
小
銃
）
を
購
入
で
き
た
こ
と
へ
の
深
甚
な
感
謝
の
念
を

伝
え
た
礼
状
と
解
す
べ
き
だ
と
す
る
見
方）

1（
（

も
あ
る
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
長
州
藩
主
側
の
「
万
端
及
氷
解
候
」
の
文
言
に
も
あ
る
よ
う

に
、
こ
の
こ
と
で
藩
主
レ
ベ
ル
で
の
薩
長
和
解
が
進
ん
だ
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
久

光
の
長
州
藩
に
対
す
る
不
信
感
も
だ
い
ぶ
払
拭
さ
れ
た
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
。
た

だ
し
、
こ
の
連
署
状
に
対
し
て
の
返
信
は
す
ぐ
に
は
出
さ
れ
ず
、
久
光
が
自
主
的

に
長
州
藩
主
親
子
に
送
っ
た
と
思
わ
れ
る
書
簡
は
、
第
二
次
長
州
征
討
後
の
慶
応

二
（
一
八
六
六
）
年
十
月
に
出
さ
れ
た
、
長
州
勝
利
の
祝
福
の
内
容
の
も
の
で
あ
る）

11
（

。

こ
の
こ
と
か
ら
久
光
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
連
署
状
を
長
州
藩
が
武
器
購
入
が
で
き

た
こ
と
に
対
し
て
出
し
た
礼
状
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
同
じ
日
付
で
出
さ
れ
た
久
光
宛
の
山
階
宮
書
簡）

11
（

で
は
、
一
会
桑
勢
力
が

朝
廷
を
牛
耳
っ
て
い
る
当
時
の
様
子
が
書
か
れ
て
お
り
、
久
光
は
一
会
桑
勢
力
に
対

す
る
警
戒
感
を
高
め
つ
つ
、
長
州
藩
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
連
携
・
提
携
の
在
り

方
な
ど
も
含
め
て
熟
考
し
て
い
た
段
階
で
あ
っ
た
の
で
は
、
と
考
え
ら
れ
る
。

 

【
展
示
資
料
八
】

　

｢

島
津
求
馬
等
（
側
役
）
宛 

桂
久
武
書
状 

推
定
慶
応
元
年
十
二
月
二
十
六
日
付）

11
（

｣

　

本
資
料
は
、
京
都
か
ら
薩
摩
藩
国
元
に
出
さ
れ
た
家
老
の
桂
久
武
の
書
状
で
あ
る
。

書
状
の
中
で
桂
は
、
国
元
で
久
光
か
ら
命
じ
ら
れ
た
「
御
趣
意
」
に
在
京
藩
士
全
員

が
同
意
し
た
、
と
伝
え
て
い
る
。
以
下
が
、
そ
の
部
分
で
あ
る
。

　　
　

（
前
略
）                                                   

十
九
日
爰
許
到
着
仕
候
、
扨
被
仰
付
候　

御
趣
意
、
早
速
打
寄
演
舌
い
た
し
候
処
、

一
統
異
論
も
無
之
、
恐
入
承
知
仕
候
間
、
此
段　

御
安
心
之
為
、
乍
荒
増
申
上
候
間
、

　
　

（
後
略
）

　
　
　
　
　
　

　

こ
の
「
御
趣
意
」
に
つ
い
て
は
、
久
光
が
、
在
京
藩
士
の
幕
府
に
対
す
る
強
硬
路

線
を
阻
止
す
る
た
め
に
桂
に
対
し
て
出
し
た
指
令
と
推
測
す
る
見
方
が
あ
る）

11
（

。
資
料

の
年
代
が
推
定
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
単
純
に
比
較
は
で
き
な
い
が
、
慶
応
元
年
の

こ
の
時
期
は
、
別
の
資
料
を
見
る
と
西
郷
を
中
心
と
し
た
対
幕
強
硬
派
の
言
動
や
行

動
が
他
藩
の
人
物
か
ら
も
警
戒
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
慶
応
元
年
十
二
月

十
七
日
付
で
伊
達
宗
城
か
ら
久
光
に
対
し
て
送
ら
れ
た
書
簡）

11
（

の
中
で
、
宗
城
は
「
近

日
頗
暴
論
ニ
西
郷
始
変
化
之
由
」
と
し
て
、
西
郷
を
中
心
と
し
た
一
派
を
、
対
幕
強

硬
派
（
挙
兵
路
線
）
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
宗
城
が
一
方
で
「
尤
被

為
於　

両
明
公
、
御
依
然
持
重
ト
心
得
候
」
と
し
、
両
明
公
（
久
光
親
子
）
に
つ
い

て
は
あ
く
ま
で
も
「
持
重
」
し
た
態
度
を
持
ち
続
け
て
い
る
と
見
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、

時
期
は
少
し
遡
る
が
、
同
年
九
月
に
西
郷
が
江
戸
藩
邸
の
人
員
削
減
を
計
画
し
た
こ

と
に
対
し
、
久
光
は
こ
れ
を
西
郷
の
独
断
専
行
と
し
て
機
嫌
を
損
じ
た
、
と
い
う
こ

と
が
あ
っ
た）

11
（

。

  

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
当
時
の
久
光
が
西
郷
ら
の
対
幕
強
硬
派
の
行
動
を
警

戒
し
て
い
た
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
ま
た
、
封
建
制
度
の
存
続
を
重
視
し
た
久
光
が

方
針
と
し
て
抗
幕
体
制
を
考
え
て
い
た
と
し
て
も
、
武
力
討
幕
に
つ
い
て
意
識
し
て

い
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
は
、
困
難
な
面
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
久
光
が
薩
長
の
連
携

に
つ
い
て
ど
の
程
度
ま
で
考
慮
し
て
い
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
同
盟
と
そ
の
後
の

薩
摩
藩
の
動
向
を
考
察
し
て
い
く
上
で
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

  
そ
し
て
、
久
光
の
意
向
を
考
え
る
上
で
注
視
す
べ
き
な
の
が
、
家
老
小
松
帯
刀
の

動
向
で
あ
る
。
元
治
元
年
の
参
予
会
議
崩
壊
に
よ
る
久
光
の
退
京
後
、
京
都
の
中
央

政
局
の
中
で
、
薩
摩
藩
の
総
責
任
者
で
あ
っ
た
の
が
、
久
光
か
ら
絶
大
な
信
頼
を
受

け
て
い
た
帯
刀
で
あ
っ
た
。
帯
刀
は
、
禁
門
の
変
の
際
に
、
一
橋
慶
喜
に
協
力
し
て

薩
摩
藩
の
指
揮
を
と
り
、
慶
喜
か
ら
も
大
き
な
信
頼
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
た
、
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幕
閣
や
諸
藩
、
近
衛
家
を
は
じ
め
と
す
る
公
卿
の
間
を
巧
み
に
周
旋
し
、
政
局
に
多

大
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
そ
の
帯
刀
の
当
時
の
動
向
が
窺
え
る
箇
所
が
同
資

料
に
あ
る
の
で
、
以
下
、
そ
の
部
分
を
引
用
す
る
。

　
　

（
前
略
）

過
日
柴
田
藤
五
郎
よ
り
申
出
候
趣
も
有
之
、
一
橋
江
小 （

帯
刀
）

松
家
御
召
相
成
、
又
会
津
よ

り
頻
ニ
相
会
度
な
と
様
々
手
を
廻
し
、
小
松
家
ニ
ハ
先
日
取
合
相
成
候
処
、
至
極
相

喜
ひ
合
掌
し
て
相
謝
候
位
か
た

く
思
ひ
合
候
得
は
、
奸
策
ニ
も
無
之
、
幕
ハ
勿
論 

一
・
会
辺
ニ
お
ゐ
て
も
策
な
ふ
し
て
、
実
ニ
尽
力
を
願
ひ
候
形
ニ
相
見
得
、

　
　

（
後
略
）

　

禁
門
の
変
後
、
長
州
征
討
問
題
に
つ
い
て
は
、
江
戸
の
幕
閣
と
一
会
桑
勢
力
と
の

間
で
は
、
処
置
の
在
り
方
等
を
巡
っ
て
意
見
の
相
違
が
生
じ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、

慶
喜
に
将
軍
職
就
任
の
野
望
が
あ
る
と
の
説
が
、
幕
閣
の
間
で
広
ま
っ
て
い
た
こ
と

が
あ
り）

11
（

、
慶
応
元
年
の
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
両
者
の
関
係
は
さ
ら
に
悪
化
の
一
途

を
辿
っ
て
い
た
。
引
用
し
た
部
分
か
ら
は
、
幕
府
と
一
会
桑
勢
力
が
そ
れ
ぞ
れ
帯
刀

を
窓
口
と
し
て
、
薩
摩
藩
と
の
協
調
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
理
由

と
し
て
は
、
薩
摩
藩
の
軍
事
力
と
諸
藩
に
与
え
る
影
響
力
の
大
き
さ
が
大
き
な
要
因

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
慶
喜
は
、
同
年
の
十
二
月
五
日
に
帯
刀
を
呼
び
、
丁
重

な
態
度
で
懸
案
事
項
で
あ
っ
た
兵
庫
開
港
や
長
州
処
分
に
つ
い
て
聞
い
た
が
、
帯
刀

は
ど
う
や
ら
適
当
に
は
ぐ
ら
か
し
た
よ
う
で
あ
る）

1（
（

。
帯
刀
は
、
以
前
に
も
、
江
戸
の

幕
閣
と
の
対
立
を
深
め
る
慶
喜
に
対
し
、
客
観
的
で
や
や
冷
淡
な
見
方
を
し
て
い
る

書
状
を
大
久
保
に
送
っ
て
お
り）

11
（

、
慶
喜
か
ら
厚
い
信
頼
を
受
け
る
中
で
、
あ
く
ま
で

も
薩
摩
藩
を
代
表
す
る
政
治
家
と
し
て
臨
ん
で
い
る
こ
と
は
、
帯
刀
の
政
治
姿
勢
を

考
え
る
上
で
、
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
帯
刀
が
常
に

久
光
の
意
向
を
汲
み
、
そ
れ
に
反
し
な
い
政
治
活
動
を
行
お
う
と
し
て
い
た
と
推
察

さ
れ
る
事
も
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

  【
展
示
資
料
九
】　

　

｢

西
郷
隆
盛
宛 

黒
田
了
介
書
状 

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
一
月
七
日
付）

11
（

｣

  

本
資
料
は
、
桂
小
五
郎
（
木
戸
孝
允
）
ほ
か
八
名
の
長
州
藩
士
を
同
道
し
て
上
京

中
の
黒
田
了
介
（
清
隆
）
が
、
大
坂
か
ら
書
き
送
っ
た
も
の
で
、
伏
見
に
お
け
る
一

行
の
出
迎
え
の
件
と
護
衛
の
件
等
、
十
分
配
慮
あ
る
べ
き
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

黒
田
は
、
西
郷
と
龍
馬
が
相
談
し
て
慶
応
元
年
十
二
月
初
旬
に
長
州
に
派
遣
し
た
密

使
で
あ
り
、
山
口
に
滞
在
し
、
反
薩
感
情
の
最
も
激
し
い
奇
兵
隊
な
ど
を
説
き
回
っ

て
誠
意
を
示
し
、
木
戸
の
上
京
を
実
現
さ
せ
る
な
ど
、
同
盟
実
現
に
向
け
て
の
重
要

な
役
割
を
演
じ
た
。
以
下
、
そ
の
一
部
分
を
引
用
す
る
。

　　
　

（
前
略
）                                

扨
、
木
戸
氏
儀
、
実
二 （

西
郷
） 

先
生
而
巳
偏
ニ
被
相
慕
、
此
説
上
国
相
成
申
候
ニ
付
、
願
く

ハ
乍
大
儀
伏
見
御
第
へ
同
伴
仕
度
御
座
候
間
、

　
　

（
後
略
）

　

長
州
再
征
の
動
き
が
進
展
す
る
中
で
、
薩
摩
藩
側
（
西
郷
）
が
長
州
藩
側
と
の

会
談
を
望
み
、
長
州
側
の
代
表
（
木
戸
）
が
そ
れ
に
応
じ
て
上
京
す
る
こ
と
と
な
る
。

な
お
、
西
郷
ら
が
木
戸
に
上
京
を
求
め
た
の
は
、「
己
丑
丸
」（
ユ
ニ
オ
ン
号
）
に
関

す
る
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た）

11
（

。
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本
書
状
か
ら
は
、
危
険
を
覚
悟
し
て
上
京
し
た
木
戸
ら
長
州
藩
士
を
、
丁
重
に
迎

え
て
ほ
し
い
と
願
う
黒
田
の
心
境
が
窺
え
る
。（
近
年
、
西
郷
本
人
が
木
戸
に
上
洛
を
要

請
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
黒
田
が
自
己
判
断
で
動
い
た
と
す
る
説
も
出
て
き
て
い
る）

11
（

。）

　

さ
て
、
久
光
の
命
を
受
け
て
上
京
し
た
桂
久
武
が
、
帯
刀
、
西
郷
な
ど
の
薩
摩
藩

重
役
と
共
に
、
薩
摩
藩
の
要
請
で
上
京
し
て
き
た
木
戸
と
京
都
の
帯
刀
邸
（
近
衛
家

別
邸
御
花
畑）

11
（

）
で
深
更
ま
で
話
し
合
っ
た
の
が
、
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
一
月
十
八

日
で
あ
る
。
こ
の
日
の
桂
の
日
記
に
は
、「
深
更
迄
相
咄
、
国
事
段
々
咄
合
候
事
」

と
あ
り
、
深
夜
ま
で
会
談
が
長
引
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

11
（

。｢

吉
川
経
幹
周
旋
記｣

に

よ
る
と
、
薩
摩
藩
側
が
、
形
だ
け
で
も
幕
府
の
長
州
処
分
を
受
諾
す
る
よ
う
に
勧
め

た
の
に
対
し
、
木
戸
は
す
で
に
第
一
次
征
討
で
謝
罪
は
済
ん
だ
も
の
と
し
、
幕
府
の

処
分
案
を
拒
否
し
、
幕
府
と
の
戦
争
も
辞
さ
ず
、
と
す
る
姿
勢
を
貫
い
た
よ
う
で
あ

る）
11
（

。
木
戸
と
し
て
は
、
禁
門
の
変
以
来
、
毛
利
家
当
主
父
子
が
官
位
停
止
の
措
置
を

受
け
て
い
た
こ
と
自
体
が｢

冤
罪｣

で
あ
り
、
薩
摩
藩
が
そ
の｢

冤
罪｣

を
晴
ら
す

た
め
に｢

周
旋
尽
力｣

し
て
く
れ
る
こ
と
の
確
約
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

し
か
し
、
薩
摩
藩
側
と
し
て
は
、
長
州
を
復
権
さ
せ
る
こ
と
に
は
賛
成
だ
が
、
そ

れ
に
は
順
序
が
あ
り
、
毛
利
家
は
何
ら
か
の
処
分
を
受
け
た
上
で
、
禁
裏
に
向
け
て

発
砲
し
た
こ
と
に
対
し
て
の
責
任
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た）

11
（

。
そ
の
上
で

の
官
位
復
旧
に
向
け
て
の｢

周
旋
尽
力｣

で
あ
っ
た
が
、
木
戸
は
一
貫
し
て
、
そ
の

処
分
案
の
受
け
入
れ
要
請
を
拒
ん
だ
こ
と
で
、
予
想
外
の
強
硬
論
に
困
惑
し
た
薩
摩

藩
側
は
、
交
渉
の
落
と
し
ど
こ
ろ
を
見
失
っ
た
。
そ
の
結
果
が
、
一
月
十
八
日
の
桂

の
日
記
に
記
載
さ
れ
た
状
況
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
、
薩
摩

藩
側
が
木
戸
の
要
求
を
受
け
入
れ
て
、
六
ケ
条
に
わ
た
る
両
藩
の
盟
約
が
締
結
さ
れ

た）
1（
（

。

　

以
下
が
、
慶
応
二
年
一
月
二
十
三
日
付
「
坂
本
龍
馬
宛
書
翰
」
の
六
ケ
条
の
部
分

を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

                                                               

　

一　

戦
と
相
成
候
時
ハ
、
直
様
二
千
余
之
兵
を
急
速
差
登
し
、
只
今
在
京
之
兵
と

合
し
、
浪
華
へ
も
千
程
ハ
差
置
、
京
坂
両
處
を
相
固
め
候
事 

　

一　

戦
自
然
も
我
勝
利
と
相
成
候
気
鋒
有
之
候
と
き
、
其
節
朝
廷
ヘ
申
上
、
訖
度

尽
力
之
次
第
有
候
と
の
事

　

一　

萬
一
戦
負
色
ニ
有
之
候
と
も
、
一
年
ヤ
半
年
ニ
決
而
潰
滅
致
し
候
と
申
事
ハ

無
之
事
ニ
付
、
其
間
ニ
は
必
尽
力
之
次
第
訖
度
有
之
候
と
の
事            

　

一  

是
な
り
に
て
幕
兵
東
帰
せ
し
と
き
ハ
、
訖
度
朝
廷
ヘ
申
上
、
直
様
冤
罪
ハ
従

朝
廷
御
免
ニ
相
成
候
都
合
ニ
訖
度
尽
力
と
の
事                        

　

一　

兵
士
を
も
上
国
之
上
、
橋
会
桑
等
も
如
只
今
次
第
ニ
而
、
勿
体
な
く
も
朝
廷

を
擁
し
奉
り
、
正
義
を
抗
ミ
、
周
旋
尽
力
之
道
を
相
遮
り
候
と
き
ハ
、
終
に
及

決
戦
候
外
無
之
と
の
事

 　

一　

冤
罪
も
御
免
之
上
ハ
、
双
方
誠
心
を
以
相
合
し
、
皇
国
之
御
為
に
粹
身
尽

力
仕
候
事
ハ
不
及
申
、
い
づ
れ
之
道
に
し
て
も
、
今
日
よ
り
双
方
皇
国
之
御
為

皇
威
相
暉
き
御
回
復
ニ
立
至
り
候
を
目
途
ニ
誠
心
を
尽
し
、
訖
度
尽
力
可
仕
と

の
事

  
六
カ
条
全
体
を
見
渡
す
と
、
第
二
、三
、四
条
で
は｢

周
旋
尽
力｣

に
つ
い
て
う

た
っ
て
い
る
も
の
の
、
第
一
条
で
は
明
ら
か
に
薩
摩
藩
の
軍
事
力
支
援
に
つ
い
て
書

か
れ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
後
方
支
援
的
な
意
味
合
い
と
は
い
え
、
同
盟
締
結
後
、

実
際
に
薩
摩
藩
は
兵
の
派
遣
を
計
画
し
て
お
り）

11
（

、
第
五
条
に
書
か
れ
て
い
る
一
会
桑

勢
力
と
の｢

決
戦｣
に
及
ぶ
可
能
性
も
十
分
想
定
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
確
か

に
、｢

決
戦｣

の
語
句
が
、
戦
闘
の
意
味
以
外
で
使
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
く
も
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の
処
分
令
に
従
わ
な
い
可
能
性
も
十
分
に
あ
り
う
る
と
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
薩

摩
藩
側
で
は
、
戦
争
を
現
実
的
に
想
定
し
て
、
動
い
て
も
い
た
。
そ
し
て
、
実
際
に

幕
長
戦
争
が
開
戦
す
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
な
大
規
模
な
兵
の
出
兵
が
計
画
さ
れ
、

帯
刀
自
身
も
深
く
関
わ
り
、
幕
府
に
対
す
る
軍
事
的
圧
力
を
か
け
る
こ
と
と
な
る
。

お
そ
ら
く
、
そ
れ
が
久
光
の
薩
長
連
携
に
対
す
る
考
え
方
（
あ
く
ま
で
も
、
薩
摩
藩
は

長
州
藩
と
共
に
幕
府
に
対
し
て
参
戦
す
る
の
で
は
な
く
、
武
力
に
よ
る
牽
制
の
み
を
行
う
。）

に
合
致
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
帯
刀
が
幕
府

や
一
会
桑
勢
力
と
の
パ
イ
プ
を
保
ち
つ
つ
、
久
光
の
意
向
に
沿
っ
た
方
向
性
の
実
現

を
目
指
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ
り
う
る
と
考
え
る）

11
（

。
そ
し
て
、
こ
の
帯
刀
の
姿

勢
が
、
慶
応
三
年
十
月
の
大
政
奉
還
に
向
け
て
の
最
終
段
階
の
動
向
（
武
力
を
威
力

と
し
て
用
い
、
あ
く
ま
で
も
平
和
裏
に
政
権
交
代
を
実
現
さ
せ
る
）
に
も
少
な
か
ら
ず
繋

が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

【
展
示
資
料
十
】　

　

｢

芸
藩
世
子
宛 

島
津
久
光
返
書
草
案 

慶
応
二
年
七
月
十
八
日
付）

11
（

｣

　 　

芸
藩
世
子
（
広
島
藩
世
継
ぎ
）
と
は
、
広
島
藩
第
十
二
代
藩
主
と
な
る
浅
野
長
勲

で
あ
り
、
第
二
次
長
州
征
討
に
際
し
、
藩
主
を
補
佐
し
て
幕
府
と
長
州
の
間
の
周
旋

に
尽
力
し
た
人
物
で
あ
る
。
本
資
料
は
、
そ
の
長
勲
か
ら
久
光
に
対
し
て
送
ら
れ
た

書
状
へ
の
返
書
草
案
で
あ
る
が
、
そ
の
一
部
分
を
引
用
す
る
。

　
　

（
途
中
略
）

扨
方
今
之
形
勢
御
慨
嘆
御
同
意
奉
存
候
、
長
防
御
所
置
ニ
付
而
は
貴
藩
精
々
御
尽
力

御
座
候
由
伝
承
仕
候
処
、
尚
今
般
貴
价
之
御
文
ニ
而
、
詳
細
承
知
い
た
し
、
御
苦
慮

な
い
。
し
か
し
、
当
時
、
中
津
川
の
国
学
者
が
、
薩
長
同
盟
に
関
す
る
情
報
（
黒
田

が
元
水
戸
藩
士
に
語
っ
た
内
容
が
、
京
都
の
同
志
か
ら
伝
え
ら
れ
た
）
と
し
て
、「
西
郷
が

京
都
で
挙
兵
し
、
一
会
桑
を
踏
み
つ
ぶ
そ
う
と
す
る
内
意
が
あ
る
」
こ
と
を
記
し
て

い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
薩
摩
藩
が
戦
闘
に
介
入
す
る
パ
タ
ー
ン
も
あ
り
え
た
わ
け

で
あ
る）

11
（

。
西
郷
は
、
様
々
な
情
報
収
集
か
ら
第
二
次
長
州
征
討
も
実
戦
に
は
な
り
え

な
い
と
想
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が）

11
（

、
対
幕
強
硬
派
の
西
郷
が
果
た
し
て
ど
こ
ま

で
避
戦
の
考
え
を
固
持
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
，
前
述
し
た
よ
う
な
自
分
の
内
意

を
腹
心
の
黒
田
に
語
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
若
干
の
疑
問
が
残
る
。

  

た
だ
、
西
郷
が
、
あ
く
ま
で
も
内
意
と
し
て
黒
田
に
語
っ
た
の
は
，
久
光
の
意
向

を
気
に
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
文
久
期
以
来
、

常
に
国
内
対
立
の
回
避
を
考
え
て
い
た
久
光
は
、
西
郷
ら
の
対
幕
強
硬
派
の
行
動
を

警
戒
し
、
桂
を
派
遣
し
て
自
分
の
意
向
を
伝
え
た
。
そ
の
結
果
、
薩
摩
藩
の
既
定
路

線
（
有
事
の
際
の
禁
裏
守
衛
な
ど
）
の
延
長
上
に
あ
る
内
容
が
木
戸
と
の
会
談
で
ま
と

め
ら
れ
た
が
、
こ
の
内
容
は
、
事
の
次
第
に
よ
っ
て
は
、
薩
摩
藩
が
一
会
桑
勢
力
と

の
戦
闘
、
更
に
は
最
悪
の
場
合
、
幕
府
と
の
戦
闘
に
さ
え
巻
き
込
ま
れ
る
恐
れ
も
あ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
想
定
し
た
と
き
、
久
光
の
意
向

か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
明
確
で
あ
り
、
同
盟
に
関
す
る
資
料
が
薩
摩
側
に
残
ら
な

か
っ
た
こ
と
も
、
久
光
の
目
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
る
と
、
納
得
が
い
く
面
も
あ

る
。

  

そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
久
光
に
承
諾
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
報
告
で
き
た

の
が
、
久
光
の
信
頼
が
厚
く
、
幕
府
や
一
会
桑
勢
力
と
の
パ
イ
プ
も
あ
り
、
京
都
の

薩
摩
藩
最
高
責
任
者
と
し
て
同
盟
締
結
の
最
終
決
断
を
し
た
家
老
の
小
松
帯
刀
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る）

11
（

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
同
盟
締

結
後
の
二
月
一
日
に
帯
刀
が
越
前
藩
の
中
根
雪
江
に
言
っ
た
発
言）

11
（

で
、
長
州
が
幕
府
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之
程
奉
遠
察
候
、
遂
ニ
戦
争
ニ
立
至
り
候
義
驚
駭
之
次
第
、
諺
ニ
云
喧
嘩
之
座
元
、

実
以
御
迷
惑
不
一
方
御
事
と
奉
存
候
、
此
末
如
何
相
成
可
申
哉
、
愚
見
更
ニ
付
兼
申

候
、
先
は
貴
答
迄
如
此
御
座
候
、
頓
首
、

     

（
後
略
）

　　

久
光
は
書
状
の
中
で
、
長
勲
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
な
が
ら
、
幕
長
間
で
実
際
の
戦
闘

が
始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
遂
ニ
戦
争
ニ
立
至
り
候
義
驚
駭
之
次
第
」

と
嘆
い
て
い
る
。「
驚
駭
」
と
あ
る
よ
う
に
、
久
光
も
事
前
に
周
囲
か
ら
開
戦
の
可

能
性
も
あ
る
、
と
の
情
報
を
得
な
が
ら
も
、
内
心
で
は
そ
の
可
能
性
を
低
く
見
て
い

た
と
考
え
ら
れ
、「
内
乱
回
避
」
を
重
視
し
て
き
た
久
光）

11
（

に
と
っ
て
は
、
受
け
入
れ

た
く
な
い
事
実
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　
お
わ
り
に

　  

本
稿
で
は
、
こ
こ
ま
で
企
画
展
展
示
資
料
に
お
け
る
島
津
久
光
と
薩
長
同
盟
と
の

関
わ
り
及
び
薩
長
連
携
の
経
過
な
ど
が
窺
え
る
資
料
を
取
り
上
げ
て
紹
介
し
て
き
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
通
し
て
、
同
盟
締
結
に
至
る
ま
で
の
、
久
光
と
そ
の
周

囲
の
人
物
た
ち
の
動
向
並
び
に
同
盟
の
内
容
や
意
義
に
つ
い
て
推
察
さ
れ
る
こ
と
な

ど
を
先
行
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
若
干
の
考
察
を
加
え
て
き
た
。    　

　

薩
長
同
盟
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
が
論
文
等
で
触
れ
て
き
て
お

り
、
様
々
な
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
薩
摩
藩
の
最
高

権
力
者
で
あ
る
久
光
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
て
論
じ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
あ
ま
り
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る）

11
（

。
よ
っ
て
、
久
光
の
動
向
を
主
に
し
な
が
ら
、
様
々
な
資
料
を

用
い
つ
つ
、
薩
長
同
盟
と
当
時
の
政
局
に
つ
い
て
更
に
深
く
考
察
し
て
い
く
こ
と
は
、

こ
れ
か
ら
も
大
事
な
作
業
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

  

ま
た
、
久
光
同
様
、
同
盟
締
結
に
向
け
て
の
小
松
帯
刀
の
動
向
分
析
な
ど
に
つ
い

て
も
西
郷
隆
盛
、
大
久
保
利
通
ら
に
比
べ
る
と
、
比
較
的
、
不
十
分
だ
っ
た
点
も
見

ら
れ
る
。

　

そ
の
た
め
、
今
後
、
慶
応
二
年
一
月
の
薩
長
同
盟
締
結
か
ら
、
慶
応
三
年
の
大
政

奉
還
に
至
る
ま
で
の
流
れ
に
お
い
て
、
西
郷
や
大
久
保
だ
け
で
な
く
、
久
光
、
帯
刀

の
動
向
に
更
な
る
分
析
を
加
え
て
い
く
こ
と
は
、
慶
応
期
後
半
の
薩
摩
藩
の
武
力
討

幕
に
向
け
た
藩
全
体
（
対
幕
強
硬
派
、
武
力
討
幕
反
対
派
の
両
派
を
含
む
）
の
動
向
を
再

確
認
し
て
い
く
上
で
、
非
常
に
重
要
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
註

 

（
１
）『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
二
』（
鹿
児
島
県　

一
九
九
三
年
） 

№
七
五
五

　

五
六
四
頁
よ
り
引
用

（
２
）
拙
稿｢

資
料
紹
介
『
文
久
三
年　

葛
城
彦
一
日
記
』
に
つ
い
て｣

（『
黎
明
館
調
査
研

究
報
告
第
２
７
集
』
所
収　

二
〇
一
五
年　

六
十
八
〜
六
十
九
頁
）

（
３
）『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
二
』｢

久
光
公
上
京
日
録｣

　

七
二
六
頁

（
４
）
佐
々
木
克
『
幕
末
政
治
と
薩
摩
藩
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
四
年
）　

二
一
七
頁

（
５
）
山
内
修
一
『
薩
藩
維
新
秘
史　

葛
城
彦
一
傳
』（
葛
城
彦
一
伝
編
輯
所　

一
九
三
五

年
）
四
〇
六
頁

（
６
）
前
掲｢

資
料
紹
介
『
文
久
三
年　

葛
城
彦
一
日
記
』
に
つ
い
て｣

七
十
頁

（
７
）『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
二
』 

№
八
三
四　

六
七
三
頁
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（
８
）
文
久
四
（
一
八
六
四
）
年
一
月
十
三
日
付
で
、
松
平
春
嶽
が
久
光
に
出
し
た
書
状

（『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
三
』（
鹿
児
島
県　

一
九
九
四
年
） 

№
八
七
〇　

一
二
〇
頁
）
に
は
、｢

先
般
於
田
浦
長
之
攻
撃
ニ
付
、
趣
意
承
礼
と
か
、
罪
を
問
ふ
と
か
、

貴
藩
よ
り
凡
三
百
人
計
り
も
長
へ
被
遣
候
御
届
、
一
橋
へ
被
差
出
候
由
致
承
知
候｣

の
記

載
が
あ
り
、
当
時
、
長
州
藩
へ
の
出
兵
の
画
策
も
行
わ
れ
て
い
た
様
子
が
分
か
る
。

（
９
）『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
三
』 

№
九
六
〇　

九
六
一　

二
三
二
〜
二
三
六
頁

（
10
）『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
三
』 

№
一
二
四
一　

七
五
六
〜
七
五
七
頁

（
11
）「
黒
田
嘉
右
衛
門
ヨ
リ
久
光
公
ヘ
ノ
上
書
」（『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
三
』  

№
一
一
四
七　

五
八
三
〜
五
八
五
頁
）
に
お
い
て
薩
摩
藩
士
の
黒
田
嘉
右
衛
門
（
清
綱
）

は
、
長
州
藩
征
討
の
次
は
薩
摩
藩
征
討
が
実
行
さ
れ
る
可
能
性
を
久
光
に
示
唆
し
て
い
る
。

（
12
）『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
四
』（
鹿
児
島
県　

一
九
九
五
年
） 

№

一
二
七
七　

六
十
四
〜
六
十
五
頁

（
13
）
家
近
良
樹
『
徳
川
慶
喜
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
四
年
）
七
十
二
頁 

（
14
）『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
四
』 

№
一
二
七
八　

六
十
五
〜
六
十
六
頁

（
15
）
町
田
明
広
「
第
一
次
長
州
征
伐
に
お
け
る
薩
摩
藩—

西
郷
吉
之
助
の
動
向
を
中
心

に—

」（『
神
田
外
語
大
学
日
本
研
究
所
紀
要　

第
８
号
』
二
〇
一
六
年
）
二
十
三
〜

二
十
五
頁
を
参
考

（
16
）『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
四
』 

№
一
三
三
四　

二
四
七
〜
二
四
八
頁

（
17
）『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
四
』 

№
一
三
四
〇　

二
五
八
〜
二
五
九
頁

（
18
）
三
宅
紹
宣
『
薩
長
同
盟
』（
萩
も
の
が
た
り　

二
〇
一
五
年
）
二
十
五
頁

（
19
）『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
四
』 

№
一
三
八
六　

三
五
五
〜
三
五
六
頁

（
20
）
高
橋
秀
直
『
幕
末
維
新
の
政
治
と
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
七
年
）　

二
八
七

〜
二
八
八
頁　

な
お
、
高
橋
氏
は
後
文
で
、「
九
月
八
日
に
成
立
し
た
薩
長
同
盟
は
、
政

治
的
・
軍
事
的
同
盟
だ
っ
た
」
と
定
義
し
て
い
る
。

（
21
）
家
近
良
樹
『
西
郷
隆
盛
と
幕
末
維
新
の
政
局—

体
調
不
良
問
題
か
ら
見
た
薩
長
同

盟
・
征
韓
論
政
変
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
一
一
年
）
一
一
八
頁

（
22
）
前
掲　

高
橋
秀
直
『
幕
末
維
新
の
政
治
と
天
皇
』
二
八
八
〜
二
九
九
頁　

な
お
、
久

光
の
書
簡
草
稿
は
、『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
五
』 

№
一
五
七
五  

五
十
頁
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
四
』 

№
一
三
八
五　

三
五
一
〜
三
五
二
頁

（
24
）『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
四
』 

№
一
四
四
八　

五
一
四
頁

（
25
）
前
掲 

家
近
良
樹
『
西
郷
隆
盛
と
幕
末
維
新
の
政
局　

体
調
不
良
問
題
か
ら
見
た
薩

長
同
盟
・
征
韓
論
政
変
』
一
三
九
〜
一
五
〇
頁  

さ
ら
に
家
近
氏
は
同
書
の
中
で
、
薩
長

同
盟
に
つ
い
て
は
、
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
一
月
の
西
郷
・
桂
会
談
が
、
こ
の
時
点
で

は
討
幕
を
目
的
と
し
た
軍
事
同
盟
の
締
結
で
は
な
く
、
薩
長
両
藩
の
融
和
ム
ー
ド
を
高
め
、

長
州
藩
の
「
冤
罪
」
を
薩
摩
藩
が
す
す
ぐ
た
め
に
尽
力
す
る
こ
と
を
約
し
た
盟
約
的
な
内

容
を
話
し
た
会
談
と
論
じ
て
い
る
。

（
26
）『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
四
』
№
一
四
四
五　

五
〇
六
〜
五
〇
七
頁　

な

お
、
刊
行
物
で
は
「
西
郷
怒
罵
化
之
由
」
と
あ
る
が
、
原
史
料
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、「
西

郷
始
変
化
之
由
」
と
解
読
し
た
方
が
文
意
が
つ
な
が
る
た
め
、
本
稿
で
は
後
者
の
記
載
を

と
っ
た
。
な
お
、
宮
地
正
人
氏
も
、『
歴
史
の
な
か
の
『
夜
明
け
前
』　

平
田
国
学
の
幕

末
維
新
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
五
年
）
一
四
九
頁
に
お
い
て
、
同
様
に
記
し
て
い
る
。

（
27
）
前
掲 

家
近
良
樹
『
西
郷
隆
盛
と
幕
末
維
新
の
政
局　

体
調
不
良
問
題
か
ら
見
た
薩
長

同
盟
・
征
韓
論
政
変
』
一
二
三
頁

（
28
）
芳
即
正
『
島
津
久
光
と
明
治
維
新
ー
久
光
は
な
ぜ
、
討
幕
を
決
意
し
た
か
ー
』（
新
人

物
往
来
社　

二
〇
〇
二
年
）
一
五
二
〜
一
五
三
頁

（
29
）『
鹿
児
島
県
史
料　

忠
義
公
史
料
三
』（
鹿
児
島
県　

一
九
七
六
年
）
№
四
九
一　

小

松
帯
刀
報
告　

元
治
元
年
十
一
月
六
日
付　

五
九
九
〜
六
〇
一
頁　
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世
界
思
想
社　

二
〇
一
六
年
）
四
一
頁

（
40
）
前
掲　

青
山
忠
正
「
龍
馬
と
薩
長
盟
約
」
四
三
頁

（
41
）『
木
戸
孝
允
文
書
二
』（
日
本
史
籍
協
会
叢
書
、
一
九
七
一
年
）
一
三
八 

〜
一
三
九
頁

（
42
）『
大
久
保
利
通
関
係
文
書
三
』
二
二
五
〜
二
二
六
頁　

大
久
保
利
通
宛
小
松
帯
刀
書
状

慶
応
二
年
七
月
九
日
付

（
43
）
前
掲　

宮
地
正
人
『
歴
史
の
な
か
の
『
夜
明
け
前
』　

平
田
国
学
の
幕
末
維
新
』

一
三
八
〜
一
三
九
頁　

宮
地
氏
は
、
本
書
に
お
い
て
、
慶
応
元
年
十
二
月
二
十
六
日
付
で
、

京
都
の
染
物
商
で
あ
っ
た
池
村
久
兵
衛
邦
則
が
同
志
で
あ
る
中
津
川
宿
本
陣
の
市
岡
殷
政

や
間
秀
矩
ら
の
国
学
者
に
宛
て
て
出
し
た
手
紙
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
手
紙
に
は
、
ひ

そ
か
に
太
宰
府
に
赴
き
、
十
二
月
二
十
四
日
に
帰
京
し
た
元
水
戸
藩
士
二
名
が
、
池
村
に

語
っ
た
内
容
（
本
文
中
に
記
載
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
宮
地
氏
は
、
こ
の
手
紙
を
も
っ
て
、

「
薩
摩
の
目
的
は
内
戦
回
避
と
か
長
州
に
幕
府
の
条
件
を
承
諾
さ
せ
る
と
い
っ
た
も
の
で

は
な
い
。
一
会
桑
を
目
標
と
し
た
明
白
な
攻
守
同
盟
・
軍
事
同
盟
な
の
で
あ
る
。」
と
し

て
い
る
。

（
44
）
家
近
良
樹
氏
は
、
前
掲
の
論
文
「
特
論
「
薩
長
盟
約
の
実
態
に
つ
い
て
」」
に
お
い
て
、

情
報
収
集
活
動
に
従
事
す
る
た
め
、
大
坂
に
下
っ
て
い
た
黒
田
清
綱
が
慶
応
元
年
十
一
月

十
五
日
付
で
西
郷
に
宛
て
た
書
簡
（『
西
郷
隆
盛
全
集
五
』
大
和
書
房　

一
九
七
九
年　

二
四
五
〜
二
四
八
頁
）
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
書
簡
の
中
で
、
黒
田
は
幕
府
の
出
兵
の

動
向
に
つ
い
て
、「
例
の
婦
女
子
を
畏
す
虚
唱
と
相
見
得
」
と
、
西
郷
に
報
告
し
て
い
る
。

（
45
）
原
口
泉
『
龍
馬
を
超
え
た
男　

小
松
帯
刀
』（
グ
ラ
フ
社　

二
〇
〇
八
年
）
一
五
二
頁

　

桐
野
作
人
「
再
考　

薩
長
同
盟　

長
州
復
権
を
め
ざ
す
秘
密
軍
事
同
盟
」（『
歴
史
群
像

六
月
号
』
学
研
プ
ラ
ス　

二
〇
一
六
年
）
九
十
一
〜
九
十
二
頁
の
記
載
を
参
考
。
帯
刀
や

西
郷
の
行
動
が
、
も
し
久
光
の
意
に
反
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
処
分
が
下
さ
れ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
盟
締
結
前
後
で
、
彼
ら
が
処
分
を
受
け
た
形
跡

（
30
）
前
掲 

家
近
良
樹
『
徳
川
慶
喜
』
一
二
二
頁 

（
31
）
高
村
直
助
『
小
松
帯
刀
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
二
年
）
一
二
九
〜
一
三
〇
頁　

な

お
、
高
村
氏
は
、
こ
の
様
子
を
帯
刀
が
桂
久
武
に
伝
え
た
十
二
月
六
日
付
書
状
を
『
維
新

史
料
編
纂
会
引
継
本
』
か
ら
引
用
し
た
と
し
て
い
る
。

（
32
）『
大
久
保
利
通
関
係
文
書
三
』
二
一
一
〜
二
一
三
頁　

大
久
保
利
通
宛
小
松
帯
刀
書
状

元
治
元
年
十
二
月
十
三
日
付

（
33
）『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
四
』
№
一
四
七
二　

五
五
九
〜
五
六
〇
頁

（
34
）『
吉
川
経
幹
周
旋
記
四
』（
日
本
史
籍
協
会
叢
書
、
一
九
八
五
年
）
三
一
八
〜
三
二
三

頁　

な
お
、「
己
丑
丸
」（
ユ
ニ
オ
ン
号
）
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
と
は
、
長
州
藩
が
購
入
の

予
約
を
し
た
木
製
蒸
気
船
（
ユ
ニ
オ
ン
号
）
の
所
属
を
め
ぐ
り
、
薩
摩
、
長
州
両
藩
の
間

に
生
じ
た
問
題
で
あ
る
。

（
35
）
家
近
良
樹
「
特
論
「
薩
長
盟
約
の
実
態
に
つ
い
て
」」（
薩
長
同
盟
・
幕
長
戦
争

一
五
〇
年
坂
本
龍
馬
記
念
館
・
中
岡
慎
太
郎
館
共
通
図
録
『
薩
長
同
盟
・
幕
長
戦
争
』

二
〇
一
六
年
）
九
十
二
頁

（
36
）
平
成
二
十
八
年
五
月
か
ら
開
催
さ
れ
た
当
館
の
企
画
展
「
幕
末
薩
摩
外
交
︱ 

情
報
収

集
の
担
い
手
た
ち
︱
」
に
お
い
て
、
当
館
所
蔵
の
玉
里
島
津
家
資
料
で
あ
る
「
近
衛
家
別

邸
御
花
畑
絵
図
」
が
、
町
田
剛
士
学
芸
専
門
員
に
よ
っ
て
、
初
め
て
公
開
さ
れ
た
。
な
お
、

「
近
衛
家
別
邸
御
花
畑
」
の
現
在
地
な
ど
に
つ
い
て
は
、
原
田
良
子
氏
が
「
薩
長
同
盟
締

結
の
地
『
御
花
畑
』
発
見
」（
西
郷
南
洲
顕
彰
会
『
敬
天
愛
人
』
第
三
四
号　

二
Ｏ
一
六

年
）
の
中
で
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
地
籍
図
を
も
と
に
論
じ
て
い
る
。

（
37
）『
鹿
児
島
県
史
料
集
（
二
十
六
）
桂
久
武
日
記
』（
鹿
児
島
県　

一
九
七
六
年
）

一
二
三
頁

（
38
）『
吉
川
経
幹
周
旋
記
四
』
三
一
〇
頁
〜
三
一
一
頁

（
39
）「
青
山
忠
正｢

龍
馬
と
薩
長
盟
約
」（『
歴
史
学
へ
の
招
待　

佛
教
大
学
歴
史
学
部
編
』
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は
、
特
に
見
当
た
ら
ず
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
当
時
の
帯
刀
の
動
向
に
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
46
）『
続
再
夢
紀
事　

第
五
巻
』（
日
本
史
籍
協
会
叢
書
、
一
九
七
四
年
）
五
十
四
頁
〜

五
十
七
頁

（
47
）
同
盟
締
結
後
の
慶
応
二
年
二
月
二
十
九
日
、
帯
刀
は
、
西
郷
や
桂
久
武
ら
と
共
に
京

都
を
発
ち
、
三
月
十
日
に
帰
鹿
し
た
。
次
に
入
京
す
る
の
は
、
同
年
の
十
月
二
十
六
日
で

あ
る
が
、
そ
の
間
、
幕
長
戦
争
開
戦
や
英
国
公
使
パ
ー
ク
ス
来
鹿
な
ど
が
あ
り
、
帯
刀
は

久
光
の
も
と
で
国
元
に
お
け
る
割
拠
体
制
を
固
め
な
が
ら
、
絶
え
ず
幕
府
や
一
会
桑
勢
力

の
動
向
を
注
視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
対
幕
強
硬
派
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ

た
西
郷
も
帯
刀
と
同
じ
期
間
、
在
鹿
し
て
い
た
（
久
光
の
意
向
か
？
）
こ
と
か
ら
、
結
果

的
に
薩
摩
藩
在
京
藩
士
の
対
幕
強
硬
路
線
（
挙
兵
路
線
）
は
お
さ
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。

（
48
）『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
四
』
№
一
五
二
六　

六
九
〇
頁

（
49
）「
久
光
公
ヨ
リ
近
衛
家
ヘ
提
出
ノ
意
見
書
」（『
鹿
児
島
県
史
料　

玉
里
島
津
家
史
料
一
』

№
二
九
八　

五
四
〇
〜
五
四
五
頁
）
の
中
で
、
久
光
は
「
清
国
之
覆
轍
ヲ
被
為
踏
候
御
事

と
別
而
恐
入
奉
存
候
」
と
建
言
し
て
い
る
こ
と
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
国
内
の
不
統
一
状

態
に
外
国
が
介
入
す
る
こ
と
を
非
常
に
恐
れ
て
い
た
。
久
光
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
な
ど
の
海

外
情
勢
に
つ
い
て
、
詳
細
な
情
報
を
入
手
し
て
お
り
（「
唐
国
戦
争
一
件
和
解
」（
玉
里
島

津
家
資
料
の
中
の
未
刊
行
史
料
））、
同
様
の
建
言
が
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
、「
内
乱
回
避
」
は
久
光
に
と
っ
て
、
自
ら
の
政
治
活
動
を
進
め
て
い
く
上
で
大
き

な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
50
）
前
掲 

家
近
良
樹
『
西
郷
隆
盛
と
幕
末
維
新
の
政
局　

体
調
不
良
問
題
か
ら
見
た
薩
長

同
盟
・
征
韓
論
政
変
』
一
三
九
頁　

な
お
、
近
年
は
町
田
明
広
氏
の
前
掲
論
文
な
ど
に
よ

り
、
久
光
及
び
帯
刀
の
動
向
を
主
に
し
た
研
究
が
進
展
し
つ
つ
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
い
ち
む
ら
て
つ
じ　

本
館
学
芸
専
門
員
）


